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第４次障害者基本計画

○「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の対象者の
社会復帰の促進を図るため、同法対象者に対する差別の解消を進める。」

→ 本法対象者は、精神障害に加えて心神喪失等の状態で重大な他害行為を行ってしまっ
たという二重のハンディキャップを負わされた者であることから、差別を解消するため
の普及啓発が特に必要であるため。

○「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく
対象者への医療と福祉が連携した支援の提供を充実させる。」

→ 地域において医療だけでなく、医療と福祉が連携した支援を提供する体制の充実を図
ることが特に必要であるため。

都道府県・市町村障害者計画への働きかけ

新規
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○ 事業の手法・内容

１．障害福祉サービス事業者の差別の解消及び偏見を除去に関する事業(シンポジウム等を開催)を実

施してプログラムを作成

２．障害福祉サービス事業者向けプログラムの手引き書を作成。

３．同法対象者に対する差別の解消及び偏見を除去するための障害福祉サービス事業者向けのプログ

ラムを同法対象者の処遇に携わる関係機関等への情報提供

○ 指定課題

医療観察法対象者に対する差別の解消及び偏見を除去するためのプログラムの作成
（実施主体：東日本学園（北海道医療大学））

平成３０年度障害者総合福祉推進事業

シンポジウム開催案内

＜北海道札幌市 H30.9.2＞ ＜高知県高知市 H30.9.29＞ ＜東京都千代田区 H30.12.8＞
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平成３０年度障害者総合福祉推進事業

成果物
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医療観察法対象者の差別解消と偏見除去のプログラム内容について
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１．プログラムの準備
（１）地域の規模と医療観察法の施行状況の把握
（２）地域のサービス事業者等の受入れ状況の把握
（３）地域の人材についての把握

２．プログラムの考え方
（１）医療観察法の理解の促進
（２）関係機関の連携
（３）プログラムの継続

３．地域ネットワークを構築するためのキーパーソンの育成
（１）地域事情や地域のニーズに応じたキーパーソンの選択
（２）フォローアップ

プログラムの準備と考え方

１．シンポジウム
（１）参加対象者の選定
（２）テーマの設定
（３）講師とシンポジストの選定
（４）広報およびアンケート
（５）シンポジウム等の継続
（６）仲間を作る
（７）実際の計画

２．医療観察法病棟の見学、ワークショップⅠ
（１）テーマの設定
（２）スケジュールの設定
（３）対象者の治療プログラムへの参加
（４）治療プログラムの特徴
（５）医療観察法病棟でのワークショップの実施
（６）その他

３．ワークショップⅡ
（１）ねらいの設定
（２）回数・開催間隔の設定
（３）体験型ワークショップ

プログラム



プログラムの活用について
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（令和元年９月 厚生労働省医療観察法医療体制整備推進室長 通知）

・ 平成３０年度障害者総合福祉推進事業において、障害福祉サービス事業所に対する
医療観察制度の普及・啓発を目的として、医療観察法対象者に対する差別の解消及び
偏見を除去するためのプログラムを作成し、送付したところ。

・ 各都道府県並びに各指定都市精神保健福祉主管部（局）においては、当該プログラム
を活用して、障害福祉サービス事業所に対し、普及啓発活動を行い、同法対象者への
理解と社会復帰の促進に取り組むようお願いする。

・ 今後は、毎年度ごとに普及啓発活動の実施状況について、確認を行う予定。

（参考）各都道府県並びに各指定都市（計６７機関）における普及啓発活動の実施状況

■平成３０年度 実施あり・・・・４機関 ／ 実施なし・・・・６３機関
■令和元年度 実施あり・・・１３機関 ／ 実施なし・・・・５４機関

※令和元年度については、
① 「実施あり」の中に、「実施予定あり」を含む。
② 「実施あり」の１３機関のうち、４機関は当該プログラムを活用している。



○ 事業の手法・内容

１．法対象者の障害福祉サービス（日中活動系）の活用に係る実態調査の実施

２．障害福祉サービス事業者における法対象者の受け入れ促進に向けたヒアリング調査の実施

３．法対象者の通所系障害福祉サービスの利用促進に向けた提言

４．法対象者を受け入れて支援をするための手引書の作成

○ 指定課題

医療観察法対象者における障害福祉サービスの活用状況の実態把握と受け入れを
促進させるための方策に関する研究

（実施主体：公益社団法人 日本精神保健福祉士協会）

平成２９年度障害者総合福祉推進事業

〇 報告書
公益社団法人 日本精神保健福祉士協会ホームページに掲載中
・アドレス：http://www.japsw.or.jp/ugoki/hokokusyo/201803-kenkyu.html
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平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定

○ 今後，医療観察法対象者の社会復帰を促すため，就労移行支援・就労継続支援Ａ型，Ｂ型，自
立訓練（以下 「就労系・訓練系サービス事業所」）への受入を促進するための誘導策が必要では
ないか。

約２１７人（厚生労働科学研究）

就労系・訓練系サービス事業所

○ 医療観察法対象者や刑務所出所者等（以下「医療観察法対象者等」という。）の社会復
帰を促すために，訓練系，就労系サービス（自立訓練，就労移行支援及び就労継続支援）
事業所について，精神保健福祉士等を配置又は病院等との連携により，精神保健福祉士等
が事業所を訪問して医療観察法対象者を支援していることを評価する加算を創設する。

≪社会生活支援特別加算【新設】≫ ４８０単位／日

・自立（生活）訓練事業所 ・生活訓練事業所
・就労移行支援事業所 ・就労継続支援Ａ型事業所
・就労継続支援Ｂ型事業所
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